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「ゾーン30」とは、通学路や生活道路が集中している
区域を県や市、警察署が協議して、歩行者などの通行を
最優先する区域に指定したものです。区域内の最高速度
を時速30キロに制限し、その他必要な安全対策や交通規
制を行うことで交通事故防止を図ります。
自動車と歩行者が衝突した場合、自動車の速度が時速

30キロを超えていると、歩行者の致死率が急激に上昇す
ることから、時速30キロという速度が採用されています。

現在、市内６地区（富田、橋北、
共同、羽津、楠、桜）の一部で実施
しています。
「ゾーン30」エリアを示すマークが
各入口の路面に標示されていますの
で、通行する際はご注意ください。

該当エリアの道路幅によっては、下図のようなマークで標示しています。
マークは違いますが、「ゾーン30」に指定されているので、見落としてしま
わないようにご注意ください。

交通規制「ゾーン30について」（三重県警察）より

時速30キロ
を超えると
致死率が急
に上がるん
だね

周知・啓発を行っています

市では、広報よっかいちなどを
通して周知を行ったり、地域の皆
さんと協力して該当エリアを通行
する人に周知・啓発を行ったりし
ています。
「ゾーン30」の実施エリアにつ
いては、市ホームページ（■■■HP■■ID100
1000001914）に掲載しています
ので、ぜひご覧ください。

啓発活動（３月９日 羽津地区）

道路管理課（緯354-8154 胃354-8302）
道路整備課（緯354-8215 胃354-8057）

知っていますか？「ゾーン30」
〜歩行者・自転車利用者などの安全のために〜


